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（概要）マイナポータルからの出生届のオンライン提出方法

画面に従って、情報を入力
⇒オンラインで提出完了！！

※オンラインでの提出には、生まれた子の親の本籍地の市区町村がオンライン提出に対応している必要がありますので、ご留意ください。 



提出完了までの手続きの全体の流れ
出生届のオンライン提出完了までの流れは以下のとおりです。

工程 手続名 説明

１ 手続き詳細 制度概要、手続期限、手続書類、必要な添付書類について確認します

２ 電子署名の動作環境確認 ご利用の端末の環境が、電子署名ができるか確認します

３ 申請者情報入力 氏名（漢字又はアルファベット）、氏名（フリガナ）、生年月日、性別、現住所、連絡先を入力します

４ オンライン届出の条件確認 オンライン届出が可能な条件を満たしているか確認します

５ 生まれた子の情報（１） 子の氏名（漢字、かな）を入力します

６ 生まれた子の情報（２） 父母との続き柄、生まれたとき、生まれたところ、住所登録をするところを入力します

７ 生まれた子の父と母の情報（１） 父の情報、母の情報、本籍の情報を入力します

８ （生まれた子の父と母の情報（２）） （胎児認知に係る事項、生まれた子の母の戸籍の確認を入力します ※嫡出でない子の場合）

９ 生まれた子の父と母の情報（３） 子が生まれたときの世帯のおもな仕事を入力します

１０ 入力内容確認 入力内容に誤りがないか確認します

１１ 添付書類登録 必要書類（出生証明書の画像）をアップロードします

１２ 電子署名・送信・印刷 ご自身のマイナンバーカードか、スマホ電子証明書を設定済みのスマートフォンで電子署名して申請します

１３ 提出完了 提出完了（届出書様式の控えのダウンロードができます）



（詳細）提出完了までの手続きの流れ

①手続詳細

制度概要、手続期限、手続書類、
必要な添付書類について
確認します

②電子署名の動作環境確認

ご利用の端末の環境が、電子署名
ができるか確認します

③申請者情報入力

氏名（漢字又はアルファベット）、
氏名（フリガナ）、生年月日、性別、
現住所、連絡先を入力します

④オンライン届出の条件確認

オンライン届出が可能な条件を
満たしているか確認します



（詳細）提出完了までの手続きの流れ

⑤生まれた子の情報（１）

子の氏名（漢字、かな）を入力し
ます

⑥生まれた子の情報（２）

父母との続き柄、生まれたとき、
生まれたところ、住所登録をする
ところを入力します

⑦生まれた子の
父と母の情報（１）

父の情報、母の情報、本籍の情報
を入力します

⑧生まれた子の
父と母の情報（２）

※嫡出でない子の場合

胎児認知に係る事項、生まれた子
の母の戸籍の確認を入力します

⑨生まれた子の
父と母の情報（３）

子が生まれたときの世帯のおもな
仕事を入力します



（詳細）提出完了までの手続きの流れ

⑩入力内容確認

入力内容に誤りがないか確認します

⑪添付書類登録

必要書類（出生証明書の画像）を
アップロードします

⑫電子署名・送信・印刷

ご自身のマイナンバーカードか、
スマホ電子証明書を設定済みの
スマートフォンで電子署名して
申請します

⑬提出完了

届出書様式の控えのダウンロードが
できます



出生届のオンライン提出には、以下の条件を全て満たす必要があります

条件 説明 確
認

１ 届出人が生まれた子の父母のいずれかであること。 □

２ 生まれた子の父母双方が日本国籍を有していること。（嫡出でない子の場合は、母が日本国籍を有していること。） □

３ 届出人がマイナンバーカードを保有していること。 □

４ 医師又は助産師が作成した出生証明書を取得し、出生証明書の画像データ保存をしていること。
（出生証明書が画角に収まっている・文字が判読できる程度に画像が鮮明であること。）

□

５ 生まれた子の出生地が日本国内であること。 □

６ 届出自治体が生まれた子の親の本籍地であること。 □

７ 届出人が本籍地や筆頭者を把握していること。 □

８ 子の名に使用する漢字がマイナポータルにおいて使用可能な漢字であること。 □

※オンライン提出に当たっては、上記の条件を全て満たしているか事前にご確認ください。
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